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福島市内観光関連５団体『職域集団ワクチン接種』 

接種対象の皆さま（第2回目） 

 
福島市内観光関連５団体『職域集団ワクチン接種』実行委員会 

事業責任団体 一社）福島市観光コンベンション協会 

 

第２回接種に関するご案内（第13報） 
～重要なお知らせですので、必ず早めに目を通してください～ 

 

この事業は、コロナ禍の厳しい経済環境下で、前向きに頑張っておられる市内企業経営者や従業員

の皆さまが、一日も早い集団免疫を獲得するため、当協会をはじめとする市内観光関連5団体が、ボラ

ンティアで実施する集団接種事業です。このような取組みを成功裏に終えるためには、皆さん一人一人

の理解と協力がとても重要ですので、留意事項を充分ご理解の上、第2回目接種にお越しくださいます

ようお願いします。 

 

１）事前配布資料について（第1回目接種と同じです。） 
資料１-当日の持参物と接種の流れについて 

資料２-予診票（福島市内観光関連５団体職域接種用） 

資料３-予診票（記入例） 

資料４-受付チェック表（接種会場用） 

資料５-COVID-19ワクチンモデルナ筋注の接種を受ける方へ（武田モデルナ） 

資料６-血をサラサラにする薬を飲まれている方へ（厚労省） 

資料７-新型コロナワクチンを受けた後の注意点 

資料８-接種会場周辺駐車場案内 

 

本ご案内文書配信メールと一緒に、資料１～４および８はメール添付にてお送りしています。 

※すべての事前配布資料１～資料８は以下のURLからもダウンロードできますのでご確認ください。 

 

 

 
２）当日の持参物について 

 

① １）事前配布資料１ 『当日の持ち物と接種の流れについて』を参考にご準備ください。 

 

 

 

② 持参物を忘れた場合、確認作業に時間を要するため接種時間が大幅に遅れたり、当日接種の対

応ができない可能性もありますので、十分ご注意ください。（必要な書類を取りに戻ってもらうケ

ースもあり得ます） 

③ 「接種券」が現在もお手元に届いていない、または、紛失した等の方は、住民票登録をしている自

治体に確認し、ご対応ください。（福島県内の自治体については、接種券の送付は完了していると

のことです） 

 

 

３）第2回目の接種会場（※第1回目と同じ会場です） 
  
① 会場名：クーラ・クーリアンテ（旧 サンパレス福島）４階 

② 住所：福島市上町4-30 

GoogleDrive  https://00m.in/oj3uU 

・第1回目接種時に、『接種券』を忘れた場合は、必ず持参するようお願いします。 

・第2回目も、『予診票』を必ず持参するようお願いします。 

https://00m.in/oj3uU


③ 駐車場：会場駐車場ではなく、周辺有料駐車場を利用してください。（金額：100円～300円／1 

時間／詳細はダウンロードをお願いしている資料８をご覧ください。） 

   

 
 
 
４）接種日時厳守のお願い 
 
① 当協会があらためてお示しした日にちと時間での接種をお願いします。 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

② 日程の組合せA～D日程 （第1回目・2回目セットで接種日程を指定しています。） 

組み合わせ  A 日程  B 日程  C 日程  D 日程 

1回目 

接種 

日にち  ９月８日（水）  ９月９日（木）  ９月１２日（日）  ９月２２日（水） 

時間  １６時～２１時  １６時～２１時  ９時～１８時  １６時～２１時 

２回目 

接種 

日にち  １０月６日（水）  １０月７日（木）  １０月１０日（日）  １０月２０日（水） 

時間  １６時～２１時  １６時～２１時  ９時～１８時  １６時～２１時 

 

※上記表の適用例 

各接種日のワクチン本数管理の都合上、第１回目接種の日程を前提に２回目の接種日を指

定しています。 

例）第1回目の予約が本来A日程（9月8日）だったものの、B日程（9月9日）で接種した場合、 

→第2回目の接種日は、B日程の10月7日（木）で指定しています。 

 

※家族枠接種について（D日程） 

D日程は、福島市内観光関連5団体会員企業の経営者や社員の『家族枠』ですので、観光関

連5団体非会員企業には開放していません。 

 

③ 接種できなくなった時点ですみやかに当協会に連絡（メールと電話）をお願いします。 

 

接種できなくなった時点で、すみやかに、取りまとめ団体や各企業の担当者を通じて、当協

会にその旨を連絡願います。（当日の場合は、ご本人からの連絡で問題ありません。） 

もし、無予告で当日取り消しが生じた場合は、ワクチンの廃棄事案として厚労省に対して事

故報告をしなくてはならない状況となります。 

当協会より取りまとめ団体や所属企業に対して該当者氏名（企業名）を明らかにした上で、

厳重抗議等の措置を講じる場合があります。 

また、いずれの理由によらず、第２回目接種をキャンセルした場合の代わりの日程は用意で

きませんのであらかじめご了承ください。 

別途、都道府県を通じて接種に関する情報提供をさせていただきます。 

 

 

 

 

モデルナ製ワクチンは、1瓶で 10人が接種できますが、ひとたび瓶を開けると、１２時間以内に接種完了

を義務付けられており、１２時間を経過すると廃棄しなければなりません。そのため、すべての日程で、接種人

数を 10人単位とし、決して端数が出ないよう、厳格に管理を行っています。 

したがいまして、原則接種日程の他日程への変更はできません。また、当日の無連絡キャンセルなどが発生

しますと、ワクチンの管理に大きな影響が生じ、貴重なワクチンが無駄につながります。  

第2回目の接種は、第1回目以上に、各人の接種日を厳格に管理しますので、体調不良等のやむを得ない

場合を除き、日にちと時間の厳守にくれぐれもご協力をお願いします。 

第1回目の接種では、接種会場の駐車場に駐車しようとする方が続出し、渋滞が生じてしまいました。 

第2回目の接種では、このようなことが無いよう、周辺有料駐車場を必ず利用してください。 



 

５）接種会場への来訪について 
 

① 新型コロナ感染拡大に繋がるような混雑を避けるため、当会が指定した『時間』の5分以上前の来訪は控え

てください。思いのほか早く到着してしまった場合は、車内で待機する等、工夫して時間調整をしてくださ

い。 

② 18歳以下の接種予定者は、必ず保護者が同伴してください。（D日程のみ） 

③ 書類が不備のまま来場されるケースが見られます。事前にしっかり書類記入をしてください。 

 

 

６）『接種日延期』が生じた場合の皆様への告知方法について 
  
大規模な災害の発生、またはその様な災害が発生する懸念がある場合やワクチンの不具合等により、

接種日程延期を決定した場合に限り、当協会HP（福島市観光ノート）トップページ最下段の『お知らせ』

欄に《ワクチン職域接種延期のお知らせ（●月●●日）》という題名で連絡文書を掲載します。 

 

延期連絡文書の掲載時刻ですが、１０月６日（水）・７日（木）・20日（水）は午後２時（１４時）、１０月１

０日（日）は午前７時ですので、不安な場合は出発前に念のため確認されることをお勧めします。 

 

① 当会HP《福島市観光ノート》トップページ URL：https://www.f-kankou.jp/ 

② 『お知らせ』欄はトップページの最下段にあります。 

③ 延期連絡を掲載していない場合は、予定通り実施しますので、安心して来訪してください。 

 

 
７）接種対象者から当協会への当日緊急連絡方法について 

 

① 発熱・急病・事故等のやむを得ない理由により接種を急遽回避しなければならない場合や、指定 

された時間に遅れる場合などは、当協会臨時窓口に必ず連絡をお願いします。 

② 臨時窓口電話番号および開設時間は下記の通りです。 

 

 
 
 
 
 

 

以上 

 

 

― 福島市内観光関連５団体『職域集団ワクチン接種』に関する緊急支援事業  事務局 ― 

事業責任団体 DMO 一社）福島市観光コンベンション協会 

事業執行責任者：吉田 秀政  

副責任者：横葉・髙橋 担当：柳沼 

福島市五月町10－17 酪農会館 303号室 電話：024—563—5554  

E-mail：support@f-kankou.jp 

（対応時間：平日 ９：００～１８：００） 

 

 

・臨時窓口電話番号 ：  090-2363-6432 

・臨時窓口開設時間 ：  10月6日・7日 午後3時～／10月10日 午前8時～ 

※上記以外は、当協会事務所への連絡をお願いします。（024—563—5554 午前9時～午後6時） 

https://www.f-kankou.jp/
mailto:support@f-kankou.jp

